
第３期子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調査について 

１．趣旨 
現行の「第２期おびひろこども未来プラン」に内包された「市町村子ども・子育て支援事

業計画」が令和６年度に終了することに伴い、令和５年度から次期計画（計画期間：令和７
〜１１年度）の策定に向けた検討を行います。 

計画の具体的な検討に先立ち、本市の子育て家庭の状況や意向を把握するため、子ども・
子育て支援法等に基づき、子育て家庭を対象とした「利用ニーズ把握のための調査（以下、
「ニーズ調査」）」を実施します。 

 
 
 
 
 
 
 

（参考）子ども子育て支援法 
第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援

事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町
村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。 

 
２．ニーズ調査の実施概要 
（１）調査の種類 

①未就学児童の保育等に関する現状及び事業のニーズ調査 
②児童保育センターに関する利用希望ニーズ調査 

（２）抽出方法・抽出数、実施時期 

 
（３）アンケート案 

（※児童育成部会当日に配付） 
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